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成
田
税
務
署
で
は
、
所
得
税
還
付
申

告
書
の
「
自
書
説
明
会
」
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
次
の
申
告
書
を
自
分
で
作
成

す
る
た
め
の
説
明
会
で
、
作
成
し
た
申

告
書
は
、
当
日
、
会
場
で
提
出
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
な
お
、
個
別
で
の
申

告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

●
給
与
所
得
の
み
の
人
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
ま
た
は
医
療
費
控
除
に

よ
る
還
付
申
告
書

●
公
的
年
金
所
得
の
み
、
ま
た
は
公
的

年
金
と
給
与
所
得
の
み
の
人
の
還
付

申
告
書

自
書
説
明
会
の
日
程
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。
中
途
入
場
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
開
始
時
間
ま
で
に
必
ず
受
け
付
け

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
け

付
け
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
早
め
に

締
め
切
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

会
場
に
持
参
す
る
も
の

●
全
員
が
用
意
す
る
も
の
＝
①
筆
記
用

具
　
②
計
算
機
　
③
印
か
ん
　
④
還

付
金
の
振
込
先
の
わ
か
る
も
の
（
預

金
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な

ど
）
⑤
社
会
保
険
料
控
除
や
生
命

保
険
料
控
除
が
あ
る
人
は
そ
の
証
明

書
●
給
与
所
得
の
み
の
人

"

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
…
平
成
13

年
分
源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
コ
ピ
ー

は
不
可
）、
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
が

わ
か
る
書
類

"

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

人
…
平
成
13
年
分
源
泉
徴
収
票
の
原

本
（
コ
ピ
ー
は
不
可
）、
住
民
票

（
本
人
の
も
の
）、
金
融
機
関
の
残
高

証
明
書
、
登
記
簿
謄
本
、
売
買
契
約

書
ま
た
は
請
負
契
約
書
の
写
し
（
土

地
な
ど
の
取
得
が
あ
る
場
合
に
は
土

地
の
登
記
簿
謄
本
と
売
買
契
約
書
の

写
し
も
必
要
）
な
ど

●
公
的
年
金
所
得
の
み
の
人
＝
平
成
13

年
分
の
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
の
原
本
（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

●
公
的
年
金
と
給
与
所
得
の
両
方
あ
る
人

＝
平
成
13
年
分
の
源
泉
徴
収
票
の
原

本
と
平
成
13
年
分
の
公
的
年
金
な
ど

の
源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
そ
れ
ぞ
れ

コ
ピ
ー
は
不
可
）

平
成
13
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
税
、
国
民
年
金
保
険
料
、
介

護
保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）
の
払
込

証
明
書
ま
た
は
確
認
書
を
１
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
還
付
申
告
な
ど

で
、
そ
れ
以
前
に
こ
れ
ら
の
証
明
書

が
必
要
な
人
は
、
次
の
窓
口
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書
＝

税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

●
国
民
年
金
保
険
料
払
込
確
認
書
・

介
護
保
険
料
払
込
証
明
書
＝
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
）

所
得
税
申
告
書
の
自
書
説
明
会

還
付
申
告
書
を
自
分
で
作
成
で
き
ま
す

申
告
用
証
明
書
を

１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

※
市
・
県
民
税
の
申
告
や
そ
の
ほ
か
の

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
２

月
１
日
号
の
「
広
報
な
り
た
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
成
田
税

務
署
（
1
28
‐
５
１
５
１
）
ま
た
は

市
税
務
課
（
1
20
‐
１
５
１
３
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課
（
1
20
‐

１
５
１
３
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課
（
1

20
‐
１
５
２
６
）へ
。

2月14日

（木）

1月30日
（水）

日時

午後1時～
3時30分

午前9時30分
～正午

午後1時～
3時30分

午前9時30分
～正午

会場

市役所
6階
大会議室

中央
公民館
講堂

対象者

年金のみまたは給与と年金
の両方があり、住宅借入金
等特別控除のない人

給与取得者で住宅借入金等
特別控除を受けられる人
（年末調整済み）

年金のみまたは給与と年金
の両方があり、住宅借入金
等特別控除のない人

給与所得者で医療費控除を
受けられる人
（年末調整済み）

自分で申告書を作成する参加者（昨年の説明会場で）

分からないときは係員が指導
します



相 談 日
◆市民相談所（120-1507）
市民（行政）相談

月～金曜日　8時30分～5時

市民生活相談（家事・民事）

月・木曜日　9時～4時

法律相談（予約制）水曜日　1時～4時

（裁判所で係争中の事件は除く）

不動産相談　15日（火）10時～正午

税務相談　　15日（火）10時～3時

外国人相談

24日（木）1時～4時

（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）

市民よろず相談

19日（土）1時～4時

中央公民館

◆商工観光課（電話は各相談場所へ）
女性就業相談　水・金曜日　10時～4時

（122-1111･内線2724市役所2階相談室）

高年齢者職業相談　月～金曜日　9時～4時

（122-1111・内線2725市役所2階相談室）

住宅相談　2月14日（木）10時～正午

（住宅の電気に関する相談も含む）

（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（122-8281）
パートタイマー職業相談

月～金曜日　9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
消費生活相談　月～金曜日　10時～4時

◆保険年金課（120-1526）
年金相談　水曜日　10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
交通事故相談　2月5日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（120-1574）
心配ごと相談　木曜日　10時～3時

酒害相談　17日（木）9時～正午

◆児童家庭課（120-1538）
家庭児童相談　月～金曜日　9時～4時

◆厚生課（120-1536）
戦没者遺族相談　28日（月）10時～3時

◆教育指導課（120-1582）
就学相談（予約制）月・火・木曜日　9時～5時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）

教育相談　月～金曜日　10時～5時

（不登校相談も）

5

こ
の
無
料
相
談
は
、
千
葉
フ
ァ
ミ
リ

ー
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
が
社
会
奉

仕
の
精
神
に
基
づ
き
、
家
族
に
関
す
る

も
め
ご
と
・
心
配
ご
と
・
悩
み
ご
と
を

抱
え
て
い
る
人
が
、
適
切
な
解
決
方
法

を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は

家
庭
問
題
を
未
然
に
防
げ
る
よ
う
に
、

少
し
で
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
願
っ

て
開
催
す
る
も
の
で
す
。

相
談
に
当
た
る
の
は
千
葉
フ
ァ
ミ
リ

ー
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
の
会
員

で
、
元
家
庭
裁
判
所
調
査
官
や
元
法
務

省
技
官
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な

ど
の
人
た
ち
で
す
。

家
庭
内
で
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
な

ど
の
「
も
め
ご
と
」
を
抱
え
て
い
る
人
、

不
登
校
や
非
行
な
ど
子
ど
も
の
こ
と
で

「
心
配
ご
と
」
の
あ
る
人
、
会
社
の
人

間
関
係
や
社
会
生
活
の
面
で
「
悩
み
ご

と
」
が
尽
き
な
い
人
な
ど
は
、
こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
フ
ァ
ミ
リ

ー
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
あ
な
た
の
「
悩
み
」

を
話
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

●
相
談
日
時
＝
１
月
22
日（
火
）午
前
９

時
〜
午
後
４
時
（
２
月
以
降
も
毎
月

第
４
火
曜
日
に
行
い
ま
す
。
時
間
は

同
じ
で
す
）

●
場
所
＝
市
役
所
２
階
　
市
民
相
談
室

成
田
市
名
誉
市
民
故
長
谷
川
録
太
郎

氏
の
長
年
に
わ
た
る
功
績
を
称
え
る
と

と
も
に
哀
悼
の
意
を
表
す
た
め
、
12
月

17
日
に
国
際
文
化
会
館
で
成
田
市
葬
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
長
谷
川
氏

と
親
交
の
あ
っ
た
参
議
院
議
長
井
上
裕

氏
、
衆
議
院
議
員
林
幹
雄
氏
を
は
じ
め

県
議
会
議
員
、
県
市
長
会
長
な
ど
１
、

０
５
０
人
が
参
列
。
小
川
市
長
か
ら
ご

遺
族
に
「
従
五
位
」
の
伝
達
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
参
列
者
は
、
故
人
の
冥
福
を

祈
っ
て
記
帳
・
献
花
を
行
い
、
最
後
の

お
別
れ
を
し
ま
し
た
。

ひ
と
り
で
悩
む
前
に
相
談
を

『
も
め
ご
と
・
し
ん
ぱ
い
ご
と
・
な
や
み
ご
と
』
無
料
相
談

◆市・県民税（第4期分）
○納期…1月16日（水）～31日（木）
※くわしくは税務課（1 20‐1513）へ。

◆国民健康保険税（第7期分）
◆介護保険料（第7期分）
○納期…1月16日（水）～31日（木）
※くわしくは保険年金課（1 20‐1526）へ。

今 月 納 税の

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20
‐

１
５
０
７
）へ
。

遺
徳
を
し
の
び

し
め
や
か
に

故
長
谷
川
録
太
郎
氏
成
田
市
葬

小川市長から遺族に「従五位」を伝達


